
平成３１年４月 定例記者会見 Ｎｏ８  

平成３１年４月２６日 
担当：総合政策部総務課 
２４－２１１１内線２１９ 

改元に伴う花巻市の文書における対応についてお知らせします 

 平成３１年４月１日に「元号を改める政令」が公布され、本年５月１日より、元号が「令和」に改められることとなりました。 

 改元に伴い、花巻市から発出する文書の対応については、以下のとおりとしますのでお知らせいたします。 

改元に伴う花巻市から発出する文書の対応 

２ 年度の表示について 

   

（１）平成３１年４月３０日までに市が発送する文書等において当該年度以降の年度を表示する場合は 

  「平成○○年度」と表示します。 

 

（２）改元日（５月１日）以降に発送する文書等においては原則として「令和元年度」と表示します。 

    

  ただし、 

  ①システムや印刷の都合上、改元日以降に市から発送 

   する文書であっても一部「平成３１年度」と表示さ 

   れている場合がありますが、改元日以降は「令和元 

   年度」と読み替えることとします。 

   

  ②システムの都合上、「令和１年」と表示する場合が 

   あります。 

 

 なお、改元のみを理由とした文書の再発行は行いません。 

  

１ 文書の日付について 

 

  平成３１年４月３０日までに市が発送する文書で、改元日以

降の日付の元号を「平成」と表示しているものについては、「平

成」を「令和」に読み替え、そのまま有効なものとして取り扱いま

す。なお、改元のみを理由とした文書の再発行は行いません。 

 

市に提出される書類の取扱いについて 

 

  市民の皆様から提出された書類で、改元後の日付の元号が「平成」と表示されていても、そのまま有効なも 

 のとして受理いたします。 
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